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平成 29年７月４日 

各 位 

会 社 名 株式会社ｿﾙｶﾞﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  赤 尾  伸 悟 

（JASDAQ・コード 6636） 

  問合せ先 取 締 役 管 理 部 長  中 原  麗 

電  話 0 3 － 6 4 5 0 － 3 6 1 6 

 

（経過開示）スーパーソルガム種子購入代金支払いに関するお知らせ 

 

 当社が、平成 29 年６月 22 日に公表しました「第三者割当による新株式発行及び第９回 

新株予約権発行により調達した資金割当及び支出時期変更に関するお知らせ」にてお知らせし

ました当社が平成 30 年３月期に販売用として仕入れますスーパーソルガム種子費用の支払いに

つきまして、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

 当社子会社である SUPER SORGHUM MEXICO、及び THAI SUPER SORGHUM がメキシコ、タイにお

いて、それぞれ展開しますスーパーソルガム事業につき、各国が平成 30 年３月期（平成 29 年

４月１日から平成 30年３月 31 日）に販売しますスーパーソルガム種子の仕入れにつきまし 

て、当社は、種子販売会社であります FEEDENER PTY LTD（本社：オーストラリア連邦ニューサ

ウスウェールズ州シドニー/以下、「FEEDENER」といいます。）との間で種子売買契約（契約締結

日：平成 29年４月 19日/売買数量 1,700t）を締結しました。当該売買契約における支払約定に

つきましては、前払金としまして購入総額の 30%を、残金につきましては、各国現地法人が当該

契約に基づく種子を FEEDENER から受領し、検収書を発行してから６ヶ月後の支払いとなってお

ります。当社は、当該売買契約に基づき、既に前払金として支払いました 812,000 千円に加え、

メキシコにおける圃場確保費用から資金使途変更しました 200,000 千円（注１）、及びメキシコ

現地法人 SORGHUM MEXICO S.A. DE C.V.の売上金として管理していました 100,000 千円、合計

300,000千円につき、平成 29 年７月３日に FEEDENER へ送金手続きを行い、本日送金が完了いた

しました（注２）。 
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〈ご参考〉FEEDENERとの種子売買契約内容 

契約締結日：平成 29年４月 19 日 

契 約 金 額：3,731,160 千円 

支 払 条 件：前払金 30％（1,119,348千円） 

            後払金 70％（2,611,812 千円） 

後払金につきましては、各国現地法人が FEEDENERから種子を受領（検収）した時

点から６ヶ月後に支払う約定 

平成 29年７月４日時点 FEEDENER への支払い状況 

支払済前払金：1,112,000 千円 

未払前払金：7,348千円（注３） 

未払後払金：2,611,812 千円（種子受領から６ヶ月後に支払予定） 

 

（注１） 

メキシコにおける圃場確保費用からの資金使途変更に関する詳細につきましては、当社が平成

29年 6月 22 日に公表しました「第三者割当による新株式発行及び第９回新株予約権発行により

調達した資金割当及び支出時期変更に関するお知らせ」をご参照願います。 

 

（注２） 

FEEDENER の送金に関しましては、当社 100%子会社であります SUPER SORGHUM ASIA HOLDINGS よ

り送金手続きを行っております。 

 

（注３） 

FEEDENER との種子売買契約に基づく前払金につきましては、当該契約書において契約後２ヶ月

以内と約定されているため、平成 29 年４月 19 日から２ヶ月後である平成 29 年６月 18 日まで

に前払金を支払うこととなっておりましたが、当社グループの財務状況により約定通り決済で

きておりません。当社は、FEEDENER に対し当社グループの財務状況を説明し口頭でありますが

支払期日の延長につき承諾を得ており、これにより、本日 300,000千円を送金しております。ま

た、前払金残額の 7,348 千円の支払いにつきましては、再度、FEEDENER と協議のうえ、支払時

期を延期する予定です。また、前払金残額の支払いが完了しましたら、経過開示として公表いた

します。 

 

以 上 


